
・不審物・不審事象の早期発見のための巡回

・不審者の侵入防止策などの対策

・船の盗難及び不正使用防止のため、施錠、キーの確実な保管

◎「自主警戒の強化」と「船舶管理の徹底」を！

◎不審事象を発見したら速報を！

以下のようなことがあれば、直ちに、「１１８番」又は最寄りの海上保

安部等までご連絡ください。
・ 身元が分からない人から船を貸してくれと頼まれた。
・ 船が盗まれた。
・ 日頃見かけない船がウロウロしているなど不審な船がいる。
・ 挙動不審な人、危険物や不審物を所持した人がいる。

２０２０年
東京オリンピック・パラリンピック競技大会

を迎えるにあたってのお願い

■海上保安庁緊急通報番号■■東京海上保安部 連絡先■
〒１３５-００６４ 東京都江東区青海二丁目７番１１号

東京港湾合同庁舎９階

警備救難課警備対策係 ０３－５５６４－２０２１

◎事前調査の実施にご協力を！

海上保安庁では、東京オリンピック・パラリンピックの安全な開催に向

けて、海域調査等を実施しますので、ご理解とご協力をお願いします。


